
共助活動モデル事例の成果

郡⼭⼥⼦⼤学 防災管理委員⻑ 緑川 洋⼀

災害が発⽣した時に被害を最⼩限に抑える⾏政の「公助」に加え、⾃らの命

は⾃分で守る「⾃助」、地域の安全を地域住⺠で助け合って守る「共助」の 3

つが連携・協働する事が重要となります。その上で、地区防災計画は、地域で

助け合い、⽀え合い、災害からみんなが助かるための「共助」を三春町御⽊沢

地区の代表者と郡⼭⼥⼦⼤学 学⽣、教職員、及び⾏政（三春町、福島県）が

スクラムを組み、延べ 130 ⼈が参加し、⼗分なディスカッションを重ね、ここ

に御⽊沢地区防災計画ができました。

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ ステップ５

事前打合せ  防災まち歩き ワークショップ 3 回  計画取りまとめ 成果報告会

まずは、家族内で話し合いの時間をもって、作成した地区防災計画の共有を

図り、⾃分の住んでいる地区の危険場所、連絡体制等を防災マップで確認して

いただきたい。しかしながら、この地区防災計画は、完成形ではありません。

毎年ブラッシュアップを重ね、⾃主防災会や避難所の運営、防災訓練の計画、

避難⾏動要⽀援者のサポート体制など拡充していくのが極めて重要です。郡⼭

⼥⼦⼤学はこのたび、福島県安⼼で安全な県づくり推進事業を受託し、三春町

御⽊沢地区防災計画の策定を進めるにあたり、①地区防災計画についての知識

がない、②実践経験がない、③⼈⼿が⾜りない等、いくつかの課題が浮き彫り

になりました。これらについては、①今回の様な策定の⼿順等をまとめた動画

や⼿順書などで知識を得る、②知⾒のある⼤学か防災⼠などのサポートをいた

だく、③地域活動を⾏っている⽅々にも積極的に⼊って頂けるよう調整する等

により、解決するものと存じます。

終わりに、三春町の住⺠の⽅々は、⼤変熱⼼に協⼒していただき、⾃分の町

は、⾃分で守る意識を強く感じました。⼜、参加した⽅々は、休⽇や夜間の活

動にも関わらず協⼒して頂いたことに深く感謝申し上げます。
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地区防災計画策定プロセス

ステップ１

事前打合せ

ステップ２

防災まち歩き

ステップ３

ワークショップ

ステップ４

地区防災計画

取りまとめ

ステップ５

地区防災計画

の確認

※ 地区防災計画は、これで完成ではありません。危険個所や避難困難者、備蓄品等が変更
となる場合があり毎年⾒直しが必要です。

地域住⺠の都合の良い⽇を調整し、防
災まち歩きの⽇程を組む。地区が広い場
合は、地区を班分けし、当⽇担当する班
を決めておく。

班毎に担当の地域を歩いてみて、準備
していた地図等に危険な個所を記録す
る。
記録した情報を持ち帰って、⼤きな地図
の上に反映し、漏れがないか担当した班
のみんなで確認する。

防災まち歩きで集めた情報を取りまと
め防災マップ上に集約する。出来上がっ
た防災マップは、ワークショップの全⼤
会で発表し共有する。
地区で活動する組織の体制など、平常時
と災害時の両⽅での地区の住⺠の役割に
ついて考える。例えば、⾃主防災会や、
避難所の運営、避難困難者のサポート体
制など

これまでワークショップやまち歩きで
確認した内容を取りまとめる。
※必要に応じて市町村等から記載に係る
情報や助⾔をもらいながらまとめてい
く。

作成した地区防災計画を地域住⺠が追
記・変更等が無いか確認する。
例）役員名簿は、年度毎に変更となるた
め、別紙扱いとする等。
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御木沢地区防災計画

２０２３年３月●●日作成 

御木沢自主防災会
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我が国の防災計画は、国レベルの総合的かつ長期的な計画である「防災基本計画（中央

防災会議策定）」と、 地方レベルの都道府県及び市町村の「地域防災計画（都道府県・市町

村防災会議策定）」があり、それぞれのレベルで防災活動が実施されています。近年ではこ

れまでの季節性災害の他に、気候変動に伴う局地的自然災害や広域的激甚災害が頻発してき

ています。災害発生の直後には、道路交通網の寸断や火災の同時多発、インフラの遮断など

により、消防や警察、各自治体などの防災機能が十分に発揮できない場合もあります。そこ

で東日本大震災や阪神・淡路大震災などの教訓を受け、近年では防災都市づくりの推奨がな

されるようになりました。防災対策には、これまでの広域的な国レベルや地方自治体レベル

での防災計画で対応する公助、共助の範疇だけではなく、各街に住む住民一人一人の命と安

全を守るために地域住民の共助、自助が対策の重要な位置づけとなってきます。 

これらのことから、平成 25 年の災害対策基本法改正において、地域コミュニティにお

ける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者（地

区居住者等）が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が新たに創設されました。

これを受け、この度、三春町「元町・栄町地区」、「平沢 1区・2区地区」、「御祭地区」、「七

草木地区」の 4 地区共通の地区防災計画を策定することを試みることとしました。「隣近所

と近隣地域の協力体制」、「自分たちの街は自分たちで守る」そして「この街に住む住民一人

一人の命と安全を守る」いう心構えで、これからも地域のみんなで助け合いながら、災害に

強い街づくりを進めていきます。 

＊参考文献：地区防災計画ガイドライン：内閣府（防災担当），平成 26 年 3 月 

１．基本的な考え方 
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（１）計画対象地区

｢御木沢地区防災計画｣は次表の地区を対象として定めます。

対象地区 世帯数 人口

御木沢地区 ４７８世帯 １，４４６人

元町区 １２０世帯 ２７８人

栄町区 ６９世帯 ２３４人

平沢１区 ８５世帯 ２２８人

平沢２区 ４７世帯 １５０人

御祭３区 ６２世帯 ２４３人

御祭４区 ３８世帯 １３５人

七草木区 ５７世帯 １７８人

（令和 5年 2月 1日現在） 

（２）計画策定主体

｢御木沢地区防災計画｣は下記の団体が定めます。 

団体名称 所在地 活動拠点

御木沢自主防災会 三春町大字平沢字東 333-2 御木沢地区公民館 

（１）平常時の取組

いざという時に地区の力が発揮できるよう、地区のみんなで協力して防災活動

に取り組みます。 

ア 防災知識の普及・啓発

防災対策では、地区住民の一人一人が防災に関心を持ち、準備することが

重要です。地区住民への防災知識の普及や啓発活動を行います。 

イ 地区の安全点検

防災の基本は、自分たちの住むまちを知ることです。地区の危険は場所や

防災上問題のある場所などを確認し、改善のための働きかけなどを行います。 

ウ 防災資機材の整備

防災資機材は、災害発生時に役立ちます。地区で防災資機材を整備し、日

２.計画対象地区と策定主体

３．活動内容 
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頃の点検や使い方を確認します。 

エ 防災訓練

防災訓練は、いざという時、慌てず的確に対応するための欠かせない活動

です。地区住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練を行います。 

（２）災害時の取組

災害時は、負傷者の発生や火災など様々な事態が発生する可能性があります。

公共機関とも連携しながら、みんなで力を合わせて被害の軽減に向けて活動しま 

す。 

ア 情報収集・伝達

公共機関などから正しい情報を収集し、地区住民に伝達します。また、地

区の被害状況や火災発生状況などを取りまとめ、防災機関へ報告します。 

イ 初期消火活動

消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防ぐための初期消火活動を

行います。 

ウ 救出・救助活動

自分自身がケガをしないよう注意しながら、みんなで協力して負傷者や家

屋の下敷きになった人の救出・救助活動を行います。 

また、医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応急手当をして、救 

護所へ搬送します。 

エ 避難誘導活動

地区住民を安全な場所などへ誘導します。

オ 炊き出し・配給

地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しながら、必要に応じて炊

き出しなどの給食・給水活動を行います。 
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※担当者は、毎年更新を行い、年度初めに各世帯に配布する。 

各　　　　　　戸

班員　七草木組長 班員　七草木組長 班員　平沢一組長 班員　御祭四組長 班員　七草木組長

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　御祭四組長 班員　御祭四組長 班員　　栄町組長 班員　　元区組長 班員　平沢一組長

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　御祭三組長 班員　御祭三組長 班員　防災士 班員　防災士 班員　防災士

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　平沢二組長 班員　平沢二組長 班員　○○保健協 班員　交安部理事 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　平沢一組長 班員　平沢一組長 班員　○○保健協 班員　交安部理事 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　　栄町組長 班員　　栄町組長 班員　○○保健協 班員　交安部理事 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　　元区組長 班員　　元町組長 班員　○○保健協 班員　交安部理事 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　防災士 班員　　元町組長 班員　○○保健協 班員　○○副区長 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　○○副区長 班員　防災士 班員　○○保健協 班員　○○副区長 班員　○○女性部

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班員　○○副区長 班員　○○副区長 班員　○○副区長 班員　○○副区長 班員　○○副区長

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

班長　○○区長 班長　○○副区長 班長　○○区長 班長　○○区長 班長　○○区長

○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○ ○○○○62-○○○○

七草木隊長○○○○ 保健協代表　○○○○　62-○○○○ 七草木○○○○

情報班 消火班 救護班 避難誘導班 補給班

情報収集・伝達 初期消火活動 救出・救護活動 避難誘導活動 炊き出し・配給

後 援 隊 分団長　　　○○○○　62-○○○○ 栄町　○○○○

平沢隊長　○○○○ 交安部会長　○○○○　62-○○○○ 平沢　○○○○

御祭隊長　○○○○ 女性部代表　○○○○　62-○○○○ 御祭　○○○○

１部部長　○○○○ 三春分署　　62-4049

２部部長　○○○○

３部部長　○○○○

副 会 長（総務班）

会務、要配慮者の把握、全体調整

副代表区長　○○○○　62-○○○○ 民生児童委員

副代表区長　○○○○　62-○○○○ 元町　○○○○

消 防 団 会 長 緊急連絡先

分団長　　○○○○ 代表区長 三春町役場　62-2111

副分団長　○○○○ ○○○○ 田村警察署　62-2121

４．自主防災組織体制 
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三春町役場 字大町1-2 62-2111

三春町役場総務課自治防災グループ 字大町1-2 62-1114

田村警察署 大字熊耳字下荒井194 62-2121

田村消防署三春分署 字亀井88 62-4049

御木沢地区公民館 大字平沢東333-2 62-8471 広域指定避難所

三春町立御木沢小学校 字樋ノ口111 62-3368 広域指定避難所

元町公民館 大字平沢字担橋396 地区指定避難所

駅前集会所 大字平沢字担橋649 地区指定避難所

平沢２区公民館 大字平沢字東34 地区指定避難所

御祭３区集会所 大字御祭字松ヶ作189 地区指定避難所

御祭４区集会所 大字御祭字堀ノ内136 地区指定避難所

七草木集会所 大字七草木字舘下266 地区指定避難所

富岡町サポートセンター平沢 大字平沢字四合田240-7 62-3010 地区指定避難所

三春町福祉会館 字南町1 62-8586

町立三春病院 字六升蒔50 62-3131

三春町企業局 大字込木字大志田201 62-2500

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ郡山電力ｾﾝﾀｰ 郡山市字細沼町1-5 0120-175-366

ＮＴＴ東日本-福島郡山支店 郡山市駅前1-10-1 113　or　0120-444-113

 

 

 

 

 

 

  

５.地区情報 
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６.地区防災マップ 

元町・栄町 防災マップ①

この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

水害の恐れ

河川の氾濫

駅前集会所

元町公民館

富岡町サポートセンター平沢

水捌けが悪く, 住

宅地に水が流れ

込む恐れあり

急傾斜地

水が溢れると南方の住宅地に

被害が及ぶ恐れあり. 加えて

土砂崩れの危険もある. また

児童らの侵入・転落防止の対

策必要. 現状では有刺鉄線等

囲いが不十分

四合田池決壊

低地. 水捌けが悪い

水害の恐れ

土砂崩れで住

宅地に被害が

及ぶ恐れあり

道路幅が狭く避難時

に混雑が予想される

両岸からの倒木等によ

り堰き止められ被害が

拡大する恐れあり

老築化・駐車場狭い・

場所が分かりづらい

等難点多し. 特に高齢

者・身体障害者には

不便な立地

付近に老人ホーム・保育所

等があり, 氾濫時の対応を

考える必要あり

大雨時に調整されずに南西へ向かう排水路

へ流れ込んでいる. 場合によっては道路へ

も溢れており調整の役目がなっていない.排

水口を開閉式にする等の検討必要. このた

め周囲の道路は通学路として危険箇所が多

く, 状況に応じた変更も検討必要

調整池

地区避難所

地区避難所

地区避難所

大雨の際に崩落した

事あり. 隣接する道を

ふさぎ水捌けを妨げ

る恐れあり

急傾斜地

集会所はバリアフリーで設備

充実. 2023/4月より隣接する

建物（健康サロン）が防災備

蓄庫になる予定. 備品の充実

が計画されている

地形的に, 水害時の避難場所と

して復興住宅地区の集会所（富

岡町サポートセンター平沢）が利

用できるとさらに効果的

危険

箇所

希望

箇所
凡例

避
難
所
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元町・栄町 防災マップ②

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

元町公民館

急傾斜地. 過去に土砂

崩れ発生. 住宅の裏に

土留めを設置した

土砂崩れ

地区避難所

老築化・駐車場狭い・

場所が分かりづらい

等難点多し. 特に高齢

者・身体障害者には

不便な立地

危険

箇所

希望

箇所
凡例

避
難
所
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平沢１区 防災マップ①

この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

道路幅が狭く避難時

に混雑が予想される

駅前集会所

地区避難所

集会所はバリアフリーで設備充実. 

2023/4月より隣接する建物（健康

サロン）が防災備蓄庫になる予定. 

備品の充実が計画されている

水害の恐れ

水捌けが悪く, 住

宅地に水が流れ

込む恐れあり

低地. 水捌けが悪い

水害の恐れ

危険

箇所

希望

箇所
凡例

避
難
所
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平沢１区 防災マップ②

川の流路が直角になっており, 大雨

の際に氾濫の恐れがある. その溢れ

た水が県道に流れ込み事故につな

がる可能性も予測される

水害の恐れ

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

危険

箇所

希望

箇所
凡例

避
難
所
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平沢２区 防災マップ①

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

平沢

倉ノ内池

水害の恐れ

土砂崩れ

ハザードマップでの記載あり. ま

た有刺鉄線の柵があり, 決壊の

可能性もあるため人の立ち入り

を防いでいる

大雨の際には泥水が流れ込み

通行を妨げる. 北西からの急勾

配の道路はトラックの通行量が

多い. 南西側からの土砂崩れの

恐れがあり注意必要

地区避難所

平沢２区公民館

危険

箇所

希望

箇所凡例
避
難
所
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平沢２区 防災マップ②

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

川の流路が直角になっており, 大雨の際

に氾濫の恐れがある. その溢れた水が県

道に流れ込み事故につながる可能性も予

測される

水害の恐れ

土砂崩れ

大雨の際には泥水が流れ込み

通行を妨げる. 北西からの急勾

配の道路はトラックの通行量が

多い. 南西側からの土砂崩れの

恐れがあり注意必要

危険

箇所

希望

箇所
凡例

避
難
所
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七草木 防災マップ①

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

水害の恐れ

急カーブなどにより水

が溜まりやすい水路の

ため, 大雨の際に氾濫

の恐れあり

危険

箇所
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七草木 防災マップ②

この図面は位置的なものを示すものであり

権利関係には使用できません

七草木集会所

台風１９号の被害

落葉等で水路が堰き止

められ, 氾濫に繋がる

恐れあり

切通しのため斜面が崩れ

やすく土砂災害の恐れ高

い

宮下地区へ向かう二つあ

る主要道の一つ. 通行が

土砂災害等で妨げられた

場合に, 当該地区の孤立

に繋がる可能性あり

盛土のため、地盤が

弱く崩れやすい

水害・土砂災

害・社会基盤

水害の恐れ

法面崩落

地区避難所

AED設備が不足して

いる. 地域の人口規

模に対して手狭

危険

箇所

希望
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災害発生時には、一人暮らしの高齢者（高齢者のみの世帯を含む）、要介護者、障が 

い者等の災害時避難行動要支援者に対する適切な応急対応及び救援活動を行うため、日 

頃から地区内のコミュニティ形成に努め、災害時避難行動要支援者の把握、支援体制に 

ついて情報共有を行うものとします。 

 

（１）災害時避難行動要支援者名簿・マップ等の作成 

災害時に避難状況を把握するため災害時避難行動要支援者名簿・マップ等を作成

し、行政、社会福祉協議会、民生児童委員、ボランティア等との情報共有を行うも

のとします。 

 

（２）災害時避難行動要支援者の避難誘導、救出・救護方法等の検討 

災害時避難行動要支援者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等に 

ついて予め検討し、防災訓練等において訓練として実施します。 

 

（３）災害時避難行動要支援者の避難支援 

町から避難指示等が出た時又は、災害状況により避難の必要がある時は、災害時 

避難行動要支援者が安全に避難場所へ避難できるように支援を行うものとします。 

 

（４）避難行動要支援者の個別避難計画の策定 

避難行動要支援者名簿への登載者については、避難するための方法の一つとし 

て、自主防災会や民生児童委員等と協力し｢個別避難計画｣の策定を行い、災害時に 

はどのような方法で避難したらよいのかを事前に決めておくものとします。 

 

  ※１ 個別避難計画とは、避難行動要支援者が、災害時にどのような避難行動をとればよいのかについて、あ 

らかじめ確認しておいていただくために、一人一人の状況に合わせて作成する個別の避難計画です。 

  ※２ 個別支援計画を作成する対象者は、災害時避難行動要支援者名簿に登録している人で、その名簿の 

内容を開示することについて同意している人です。 

 

  

７.避難行動要支援者の避難 
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８.避難所運営 
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  防災資機材保管場所は｢御木沢地区消防防災センター｣とする。 

目的 資機材 

①情報収集・伝達 トランジスタメガホン、携帯用ラジオ、トランシー

バー、ビブス、住宅地図、模造紙、メモ帳、油性マジ

ック 等 

②初期消火 消防用ホース、消火器、ヘルメット、水バケツ 等 

③水防 ブルーシート、シャベル、つるはし、スコップ、ロー

プ、かけや、くい、土のう袋、ゴム手袋 等 

④救出 バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッ

キ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、小型ウイン

チ、防煙・防塵マスク、ヘッドライト等 

⑤救護 担架、救急箱、テント、毛布、シート 等 

⑥避難所運営協力 リヤカー、発電機、コードリール、警報器具、投光

器、標識版、標識、強力ライト、寝袋、簡易トイレ、

乾電池、非常用飲料水ポリタンク、ガソリン携行缶

等 

⑦炊き出し・給水 炊飯器、鍋、コンロ、ガスボンベ、給水タンク 等 

⑧その他 携帯電話機用充電器 等 

 

  

９.備蓄物資・資機材等 
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（１）地区防災訓練の実施 

   災害発生時に、地区住民が｢地区防災計画｣に沿って適切な行動ができるよう、町や消 

防署等とも連携しながら、次の訓練を中心とした地区防災訓練を毎年度実施します。 

   ア 避難訓練 

   イ 情報収集・伝達訓練 

   ウ 応急訓練（救命講習） 

   エ 初期消火訓練 

   オ 炊き出し・配給訓練 

   カ 啓発活動 

    訓練の実施後は、訓練結果を検証し次回訓練に反映するなど、定期的に活動内容を 

見直します。 

 

（２）地区防災計画の見直し 

   この地区防災計画は、地区の現状や活動状況、防災対策の進捗状況に見合うように、 

  また、直近に発生した各地の災害における教訓などを参考にしながら、定期的に見直し、 

  更新することとします。 

１０.実践と検証 
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